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■美幌町子ども・子育て支援事業計画の中間年見直しについて 

 

【計画の見直しに係る経過について】  

子ども・子育て支援法第 61 条に基づき、市町村は国の示す基本指針に即して５年を

一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保など法律に基

づく業務の円滑な実施に関する「市町村子ども・子育て支援事業計画」を定めることと

しています。 

この計画は、５年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援

についての需給計画とされ、基本的記載事項として市町村が定める区域ごとに「量の見

込み」「確保の内容」「実施時期」を記載し、併せて任意的記載事項として、北海道が

行う専門的な知識・技能を要する社会的養護等に係る支援との連携やワーク・ライフ・

バランスに係る施策との連携等についても記載することとされており、事業計画策定に

あたっては、住民の子ども・子育てに係るニーズを把握することが求められ、ニーズ調

査（アンケート）を行って策定しています。 

こうして平成27年３月に策定しました美幌町子ども・子育て支援事業計画（平成27 

年度～平成31年度）ですが、計画と実績とが一部かい離していることから、この度中

間年におきまして見直しを図ることといたしました。 

 

【計画の見直しに係る「基本指針」の考え方（要旨）】 

「法の施行後、支給認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、・・・（略）認定

区分にかかる量の見込みと大きくかい離している場合には、適切な基盤整備を行うため、

計画の見直しが必要となる。このため、市町村は支給認定の状況を踏まえ、計画期間の

中間年を目安として、必要な場合には市町村子ども・子育て支援事業計画の見直しを行

うこと。」とされています。 

 

【見直しの要否の基準（平成29年１月27日付内閣府事務連絡要旨）】 

平成28年4月1日時点の支給認定区分ごとの子どもの実績値が、計画における量の見

込みよりも１０％以上のかい離がある場合。 

※１０％以上のかい離がない場合についても、平成29年度末以降も引き続き受け皿の

整備を行わなければ待機児童等の発生が見込まれる場合、又は市町村計画において年度

ごとに設定した目標値を超えて整備を行った年度がある場合には見直しを行うものと

する。なお、この場合において見直し後の子ども・子育て支援事業計画の期間は、当初

の計画期間とすること。 

※前記に加え、国から平成 29 年 6 月 29日付けで「市町村子ども・子育て支援事業計
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画等に関する中間年の見直しのための考え方（作業の手引き）【改訂版】」で基本的な

見直しの手順・考え方の通知が示されました。 

この見直しの手順・考え方につきましては、あくまでも基本的な考え方であり、実情

に合わせて市町村独自に算定しても良いとの回答を北海道から得ましたので、美幌町独

自に実情と照らし合わせて中間年の見直しを今回行うものです。また、見直しは、平成

29年度末までに作業完了するよう指示が出ています。 

  

※当初策定と現状での主な相違点 

・児童・生徒の人口が、当初の見込みとかい離（見込みより減）。 

・当初は認定こども園でも２号認定（保育部門）がある程度増えることを予想したが、

実際は１号認定主体（教育部門）であったこと、また、私立幼稚園２園中１園のみが新

制度での認定こども園に移行し１園は移行しなかったことによる利用区分人数のかい離。 

・平成 30 年度から移行していない幼稚園（大谷幼稚園）が新制度の幼稚園に移行予定

となった。 

・平成 31 年度から移行している認定こども園（藤幼稚園）が、園舎建て替え及び幼稚

園型から幼保連携型に変更し、保育認定部門の大幅増の予定（現定員：満３歳児以上計

10人、変更後定員：0歳児以上計40人）。 

・平成 31 年度から学童保育所受入れ学年の段階的拡大予定（小学３年生までを小学４

年生に拡大し、その後段階的に小学 6年生までに拡大予定）。 など 

 

以上を踏まえて、平成 30・31年度の児童数や需要量・確保方策を見直し、同時に文 

言の整理も実情に合わせて行いました。（各表の下段朱書きは見直し後の数値） 

 

【美幌町子ども・子育て支援事業計画庁内検討委員会での承認について】 

平年29年 11月 7日（火）、庁内検討委員会に本案を諮り了承を得ています。 

※検討委員会の設置：子ども・子育て支援法第６１条に規定する美幌町子ども・子育て

支援事業計画(以下「支援事業計画」という。)の中間年見直しにあたり、庁内の関係部局

の職員により必要な事項を検討するため設置。 

※検討委員会の所掌事項 

１ 支援事業計画の策定及び推進に関する事項 

 ２ その他支援事業計画の策定及び推進に関し必要な事項 

 

 

 

 

 



3 

 

■今回見直しを行う箇所について 

〈児童数の見直し：美幌町子ども・子育て支援事業計画(以下現計画という)  P12 〉 

当初計画の人口推計ではコーホート変化率法で算出していましたが、推計と

実績とで１０％以上のかい離が見込まれるため、現状から推計し次のとおりと

しました（平成 27 年～29 年の下段青文字は 4 月 1 日現在の実績）。 

 

 

 

児童年齢 

 

実績(人) 推計(人) 

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

０歳児 １４５ 
１４７ １４１ １３８ １３３ １２７ 

１２４ １１７ １０９ １１０ １１０ 

１歳児 １５６ 
１４１ １４２ １３６ １３３ １２８ 

１４８ １１８ １２１ １０９ １１０ 

２歳児 １６１ 
１６０ １４５ １４６ １４０ １３７ 

１５４ １４５ １２５ １２１ １０９ 

３歳児 １５６ 
１６４ １６３ １４８ １４９ １４３ 

１５１ １６３ １４４ １２５ １２１ 

４歳児 １５１ 
１５８ １６６ １６５ １４９ １５０ 

１５４ １４４ １６４ １４４ １２５ 

５歳児 １６９ 
１５５ １６２ １７０ １６９ １５３ 

１５２ １４５ １４４ １６４ １４４ 

０～５歳児 

９３８ 

９２５ ９１９ ９０３ ８７３ ８３８ 

８８３ ８３２ ８０７ ７７３ ７１９ 
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児童年齢 

 

実績(人) 推計(人) 

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

６歳児 １３７ 
１６６ １５２ １５９ １６７ １６６ 

１６２ １５８ １４８ １４４ １６４ 

７歳児 １６６ 
１４０ １７０ １５５ １６２ １７０ 

１３５ １６１ １５１ １４８ １４４ 

８歳児 １８０ 
１６７ １４１ １７０ １５５ １６２ 

１６７ １３２ １５８ １５１ １４８ 

９歳児 １７２ 
１８２ １６９ １４２ １７２ １５６ 

１７５ １６６ １２６ １５８ １５１ 

１０歳児 １７３ 
１７５ １８５ １７２ １４５ １７５ 

１７０ １７４ １６７ １２６ １５８ 

１１歳児 １８８ 
１６９ １７１ １８１ １６８ １４１ 

１７２ １７１ １７５ １６７ １２６ 

６～１１歳児 １,０１６ 

９９９ ９８８ ９７９ ９６９ ９７０ 

９８１ ９６２ ９２５ ８９４ ８９１ 

０～１１歳児 １,９５４ 

１,９２４ １,９０７ １,８８２ １,８４２ １,８０８ 

１,８６４ １,７９４ １,７３２ １,６６７ １,６１０ 
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第３章 子ども・子育て支援事業計画     

 

１ 子ども・子育て支援制度の概要 

 (1) 新制度の目的 

本計画は、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援 

を総合的に推進するために制定された 3つの法律（子ども・子育て関

連 3 法（平成 24 年 8 月 22 日公布））に基づく新たな制度であり、平

成 27年度（平成 27年 4月）から施行されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)  子ども・子育て支援法に基づく給付・事業の概要 

市町村は「子ども・子育て支援給付」と「地域子ども・子育て支援 

事業」を実施します。 

① 子ども・子育て支援給付 

種   類 対象事業 

（ア）施設型給付（※1） 幼稚園、保育所（園）、認定こども園 

（イ）地域型保育給付（※1） 
小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、 
事業所内保育 

（ウ）特例地域型保育給付（※2） へき地保育所 

（エ）児童手当（※3） － 

※1  （ア）施設型給付、（イ）地域型保育給付は、保護者の申請を受けた市町村が

客観的基準に基づく保育の必要性を認定（認定区分）した上で給付。（子ども・

子育て支援法第 19 条） 

※2  （ウ）特例地域型保育給付は、離島など特定教育・保育施設、特定地域型保育事

業の確保が困難な地域において、これに準じた保育を利用した場合の保育認定を受

けた子ども（満３歳以上、満３歳未満）に対する給付。（子ども・子育て支援法第

30 条）  

※3  児童手当法に規定する児童手当の支給（子ども・子育て支援法第 9条） 

● 子ども・子育て支援法  
● 認定こども園法の一部改正法  
● 子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施
行に伴う関係法律の整備等に関する法律（上記に 2法に伴う児
童福祉法ほかの改正） 

平成 27 年 4 月 施行予定（新制度スタート） 



6 

 

区分 年齢 保育の必要性 主な利用施設 

1 号認定 3～5 歳 なし（学校教育） 幼稚園 

2 号認定 3～5 歳 あり（保育認定） 保育所（園）、認定こども園 

3 号認定 0～2 歳 あり（保育認定） 
保育所（園）、認定こども園、 
地域型保育 

 

② 地域子ども・子育て支援事業（13 事業） 

1）利用者支援事業 
2）地域子育て支援拠点事業 
3）妊婦健診事業 
4）乳児家庭全戸訪問事業 
5）養育支援訪問事業 
6）子育て短期支援事業 
7）子育て援助活動支援事業 
（ファミリー・サポート・センター） 

8）一時預かり事業 
9）時間外保育（延長保育）事業 

10）病児・病後児保育事業 
11）放課後児童健全育成事業 

（学童クラブ） 
12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 
13）多様な主体が本制度に参入すること 

を促進するための事業 
 

     
 ※(12)、(13)については、事業概要が提示されたため今回新規として内容を記

載し、今後において検討していくこととします。 
 
 
 

２ 教育・保育提供区域の設定 

○「量の見込み」、「確保方策」を設定する単位として、保護者や子ど

もが居宅から容易に移動することが可能な区域（教育・保育提供区

域）を設定します。 

○教育・保育施設及び地域子ども・子育て支援事業の利用実態に応じ、

認定区分ごと、事業ごとの区域設定を行います。 

 

(1)  教育・保育提供区域とは 

教育・保育提供区域とは、地域の実情に応じて、保護者や子ども

が居宅より容易に移動することが可能な区域であり、地理的条件、

人口、交通事情等の社会的条件や教育・保育の整備の状況等を総合

的に勘案して設定するものです。 

子ども・子育て支援事業計画では、教育・保育提供区域ごとに、

教育・保育施設及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確

保策を記載することとなっています。 
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(2)  美幌町における教育・保育提供区域の考え方 

子ども・子育て支援法の基本指針において、町は、地理的条件、

人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の利用状況、

教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合

的に勘案して、小学校区単位、中学校区単位、行政区単位等、地域

の実情に応じて、保護者や子どもが居宅より容易に移動することが

可能な区域を定めることとなっており、設定した区域が、地域型保

育事業等の認可の際に行われる需給調整の判断基準となることを

踏まえて設定することとされています。 

本町において、今後の教育・保育事業を実施する上で最も懸念さ

れることは、提供区域内においてサービス不足が生じた場合です。 

その場合、支援法では基準等の条件を満たす申請が提出された場合

には、原則として「欠格事由に該当する場合や供給過剰による需給

調整が必要な場合」以外は認可するとされているため、他の区域が

サービス過多の場合でも申請のある区域には新たに認可すること

になり、その結果アンバランスな施策配置になる可能性があります。 

その他、新たな保育所（園）、幼稚園等の設置認可申請の対象事

業者は、社会福祉法人、学校法人、株式会社、ＮＰＯ法人等の多様

な事業主体の参入が可能であることから、不測の設置認可により、

既存施設との不調和、過当競争、施設の乱立などをできる限り回避

する提供区域の設定が必要です。 

こうしたことから、それぞれの区域特性、長所短所、上記の観点

も踏まえ、基本となる提供区域は、「町全域」とします。 
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３ 教育・保育施設の需要量及び確保方策 

国から提示される基本指針等に沿って、計画期間における幼児期の

学校教育・保育の量の見込み（必要利用定員総数）、確保の方策及び実

施時期を次のとおり設定します。 

 
(1)  １号認定・２号認定（３歳以上、幼稚園・認定こども園・

常設公立保育園） 
【見込み量の考え方】 

（1号認定） 

○ 保育の必要がない家庭の 3～5歳で、「幼稚園」もしくは「認定こ

ども園」を利用したい人の割合を推計児童数に乗じて算出した人数

やこれまでの実績をもとに設定しています。 

（2号認定で幼稚園利用希望が強い） 

○ 共働き家庭もしくは共働きの意向がある家庭の 3～5歳の割合を

推計児童数に乗じて算出した人数やこれまでの実績をもとに設定

しています。 

【確保の方策】 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

必要利用定員総数 304 人 313 人 308 人 
298 人 285 人 

398 人 392 人 

 

1 号認定 226 人 233 人 228 人 
221 人 212 人 

311 人 279 人 

2 号認定 
幼児期の学校教育の利用
希望が強い 

78 人 80 人 80 人 
77 人 

87 人 

73 人 

104 人 

確保の内容      

 

特定教育・保育施設 130 人 130 人 130 人 
130 人 130 人 

407 人 407 人 

確認を受けない幼稚園 180 人 180 人 180 人 
180 人 180 人 

0 人 0 人 

過不足 0 人 -3 人 0 人 0 人 0 人 

※常設公立保育園を追加しました。 
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(2)  ２号認定（３歳以上、特例保育・認可外保育施設） 
【見込み量の考え方】 

○ 共働き家庭もしくは共働きの意向のある家庭の 3～5歳で、現在

幼稚園を利用していない人の割合を推計児童数に乗じて算出して

います。 

【確保の方策】 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

必要利用定員総数 173 人 178 人 175 人 
169 人 161 人 

77 人 74 人 

確保の内容      

 

特例保育 98 人 98 人 98 人 
98 人 98 人 

141 人 141 人 

認可外保育施設 270 人 270 人 270 人 
270 人 270 人 

30 人 30 人 

過不足 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

※確保の内容の特定教育・保育施設を特例保育（へき地保育所）に変更しました。 

 
 

(3)  ３号認定（０歳児、認可外保育施設・認定こども園・地域
型保育） 

【見込み量の考え方】 

○ 共働き家庭もしくは共働きの意向がある家庭の 0歳で、保育所等

を利用したい人の割合を推計児童数に乗じて算出しています。 

【確保の方策】 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

必要利用定員総数 13 人 13 人 13 人 
13 人 

11 人 
10 人 

確保の内容      

 

特定教育・保育施設 0 人 0 人 0 人 0 人 
0 人 

6 人 

地域型保育事業 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

認可外保育施設 15 人 15 人 15 人 
15 人 15 人 

10 人 10 人 

過不足 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 
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(4)  ３号認定（１･２歳児、保育所・認定こども園・特例保育） 
【見込み量の考え方】 

○ 共働き家庭もしくは共働きの意向がある家庭の 1・2 歳で、認可

保育所等を利用したい人の割合を推計児童数に乗じて算出してい

ます。 

【確保の方策】 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

必要利用定員総数 83 人 80 人 76 人 
76 人 73 人 

80 人 94 人 

確保の内容      

 

特定教育・保育施設 32 人 32 人 32 人 
32 人 32 人 

33 人 57 人 

地域型保育事業（削除） 0 人 0 人 0 人 － － 

特例保育 － － － 9 人 9 人 

認可外保育施設 44 人 44 人 44 人 
44 人 44 人 

38 人 28 人 

過不足 7 人 4 人 0 人 0 人 0 人 

※確保の内容について、地域型保育事業を削除し特例保育（へき地保育所）を加えました。 

 

４ 地域子ども・子育て支援事業の提供 

(1)  利用者支援事業 

身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報

提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連

絡調整等を実施する事業です。 

【確保方策】 

○ 子育て支援センターにおいて同様の事業を実施していることか

ら、現状の情報提供・相談体制を継続していきます。 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 0 か所 0 か所 0 か所 0 か所 0 か所 

実施か所数 0 か所 0 か所 0 か所 0 か所 0 か所 
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(2)  地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育て

についての相談、情報提供、助言その他の援助を行う事業です。 

【見込み量の考え方】 

○ すべての家庭類型の 0～2歳で、「地域子育て支援センター」を利

用している、もしくは今後利用したいと回答した人の割合を推計児

童数に乗じて算出された値に、利用したい平均日数（月当たり日数

×12 月）を乗じて算出した年間のべ人数やこれまでの実績をもと

に設定しています。 

【確保の方策】（年間のべ人数） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 1,069 人日 1,023 人日 1,003 人日 
970 人日 937 人日 

333 人回 333 人回 

確保の方策 1,200 人日 1,200 人日 1,200 人日 
1,200 人日 1,200 人日 

1 か所 1 か所 

※単位「人日」は、年間のべ人数を表しています。（当初） 

※単位及び方策を見直しに伴う国への調査報告に合わせました。 

（人回：１か月当たり、方策：か所） 

 

 (3)  妊婦健診事業 

妊婦に対する健康診査を実施するとともに、妊娠期間中の適時に

必要に応じた医学的検査を実施する事業です。 

【見込み量の考え方】 

○ これまでの実績をもとに設定しています。 

【確保の方策】 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 140 人 140 人 130 人 
130 人 

120 人 
120 人 

確保の方策 140 人 140 人 130 人 
130 人 

120 人 
120 人 
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 (4)  乳児家庭全戸訪問事業 

生後 4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に

関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業です。 

【見込み量の考え方】 

○ 推計児童数（0歳）を基準にこれまでの実績を基に事業量を推定

とします。 

【確保の方策】 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 147 人 141 人 138 人 
133 人 127 人 

120 人 120 人 

確保の方策 147 人 141 人 138 人 
133 人 127 人 

120 人 120 人 

 

(5)  養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・助言等

を行う事業です。 

【見込み量の考え方】 

○ これまでの実績から訪問率を算定し、推計児童数を乗じて算出し

ます。 

【確保の方策】 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 14 人 14 人 14 人 
14 人 14 人 

20 人 20 人 

確保の方策 14 人 14 人 14 人 
14 人 14 人 

20 人 20 人 

 
 
(6)  子育て短期支援事業（ショートステイ） 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが

一時的に困難になった児童を児童養護施設等に入所させ、必要な保

護を行う事業です。 
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【見込み量の考え方】 

○ すべての家庭類型の 0～5歳で、泊りがけで子どもを預けなけれ

ばならなかった経験があり、「子育て短期支援事業(ショートステ

イ)」を利用したことがある人、「仕方なく子どもだけで留守番をさ

せた」ことがある人の割合を推計児童数に乗じて算出した値に、利

用したい平均日数を乗じて算出します。 

【確保の方策】（年間のべ人数） 

○ 現在実施をしておらず、ニーズも尐ないことから、今後の要望や

状況に応じて検討します。 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 2 人日 2 人日 2 人日 
2 人日 2 人日 

0 人日 0 人日 

確保の方策 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 
2 人日 

0 人日 

 

 
(7)  子育て援助活動支援事業 

子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受ける

ことを希望する者と援助を行うことを希望する者との相互援助活動

に関する連絡、調整を行う事業です。 

【見込み量の考え方】 

○ 共働き家庭もしくは共働きの意向がある家庭の 5歳で、小学校就

学後、放課後の時間に「子育て援助活動支援事業（ファミリー・サ

ポート・センター）」を利用したいと回答した人の割合を、推計児

童数（小学生）に乗じて算出します。 

【確保の方策】（年間のべ人数） 

○ アンケートによる事業ニーズはありませんが、就学前では一時預

かり及び病児病後児保育でのニーズが見受けられたため、今後の状

況に応じて実施を検討していきます。 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み（就学後） 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

確保の方策 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 
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(8)  一時預かり事業 

主として昼間において、幼稚園、保育所（園）、地域子育て支援

センターその他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行

う事業です。 

① 幼稚園における在園児対象型  

【見込み量の考え方】 

（1号認定による不定期利用） 

○ １号認定に該当する人で、「不定期の預かり」を利用したいと回

答した人の割合に推計児童数を乗じて算出した値に利用したい平

均日数を乗じて算出します。 

（2号認定による定期利用） 

○ ２号認定に該当する人で、現在幼稚園を利用している人の割合を

推計児童数に乗じて算出した値に利用したい平均日数を乗じて算

出します。 

【確保の方策】（年間のべ人数） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 

１号認定 1,676 人 1,724 人 1,693 人 1,643 人 1,469 人 

２号認定 14,531 人 15,054 人 14,900 人 14,377 人 13,853 人 

認定全員    15,000 人日 15,000 人日 

確保の内容      

 

特定教育・保育施設 7,180 人 7,180 人 7,180 人 
7,180 人 7,180 人 

15,000 人日 15,000 人日 

認可外保育施設 
施設数（か所） 

10,120 人 10,120 人 10,120 人 
10,120 人 10,120 人 

2 2 

過不足 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

※量の見込み、確保の内容を見直しに伴う国への調査報告に合わせました。 

（人日、施設数） 

 

② 在園児対象型以外 

【見込み量の考え方】 

○ すべての家庭類型の 0～5歳で、「不定期の預かり」を利用したい

と回答した人の割合に推計児童数を乗じた値に利用したい平均日

数を乗じて算出した値から、1号認定による不定期利用分を除いて

算出した年間のべ人数やこれまでの実績をもとに設定しています。 
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【確保の方策】（年間のべ人数） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 386 人日 349 人日 347 人日 
336 人日 331 人日 

770 人日 520 人日 

確保方策      

 
確保の方策 500 人日 500 人日 500 人日 

500 人日 500 人日 

770 人日 520 人日 

施設数（か所）    4 4 

過不足 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

※確保方策に見直しに伴う国への調査報告に合わせ、「施設数」を加えました。 

 
 
(9)  時間外保育（延長保育）事業 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以

外の日及び時間、保育所（園）等において保育を実施する事業です。

（延長保育・休日保育等） 

【見込み量の考え方】 

○ 共働き家庭もしくは共働きの意向がある家庭の 0～5歳で、認可

保育所（園）等を 18 時以降まで利用したい人の割合を推計児童数

に乗じて算出した人数やこれまでの実績をもとに設定しています。 

【確保の方策】 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 18 人 18 人 18 人 
18 人 16 人 

40 人 40 人 

確保方策      

 
確保の方策 20 人 20 人 20 人 

20 人 20 人 

40 人 40 人 

 施設数（か所）    1 1 

※確保方策に見直しに伴う国への調査報告に合わせ、「施設数」を加えました。 

 

 

(10)  病児・病後児保育事業 
病児について、病院・保育所（園）等に付設された専用スペース

等において、看護師等が一時的に保育等をする事業です。ニーズが

尐なく施設整備をしても稼働率が低くなることが想定されるため、

今後の要望や状況に応じて、近隣自治体への委託を含めて検討して

いきます。 
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【見込み量の考え方】 

○ 共働き家庭もしくは共働きの意向がある家庭の 0～5歳で、子ど

もが病気やケガで幼稚園・保育所（園）等が利用できなかったこと

があり、「父親」もしくは「母親」が休んで対応した人のうち、「で

きれば病児・病後児保育施設等を利用したい」と回答した人、及び

「病児・病後児保育を利用した」、「子育て援助活動支援事業（ファ

ミリー・サポート・センター）を利用した」、「仕方なく子どもだけ

で留守番をさせた」と回答した人の割合に推計児童数を乗じた値に

利用した平均日数を乗じて算出した人数やこれまでの実績をもと

に設定しています。 

 

【確保の方策】（年間のべ人数） 

○ 現在実施をしておらず、ニーズも尐ないことから、今後の要望や

状況に応じて関係機関や近隣自治体への委託を含めて検討します。 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

量の見込み 25 人日 25 人日 25 人日 
25 人日 25 人日 

0 人日 0 人日 

確保方策      

 
確保の方策 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

25 人 

0 人日 

 施設数（か所）    0 0 

※確保方策に見直しに伴う国への調査報告に合わせ、「施設数」を加えました。 

 

(11)  放課後児童健全育成事業（学童クラブ） 
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終

了後に過ごす場所を確保し、その健全な育成を図る事業です。 

平成 27 年度からの新制度移行に伴い国の基準としては、小学校

6年生までを対象としますが、本町においては現在小学校 3年生ま

で対象となっていますので、今後対象児童の拡充に向け検討してい

きます。 

【見込み量の考え方】 

○ 低学年、高学年で、今後、放課後に過ごさせたい場所として「学

童クラブ（放課後児童クラブ）」を選択した人の割合を推計児童数

に乗じて算出した人数やこれまでの実績をもとに設定しています。 
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【確保の方策】（年間登録人数） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

【低学年】量の見込み 114 人 111 人 117 人 
117 人 120 人 

150 人 150 人 

     確保方策 170 人 170 人 170 人 
170 人 170 人 

150 人 150 人 

【高学年】量の見込み 37 人 37 人 35 人 
34 人 33 人 

1 人 30 人 

     確保方策 0 人 0 人 0 人 
0 人 40 人 

1 人 30 人 

 施設数（か所）    3 3 

※見直しに伴う国への調査報告に合わせ、「施設数」を追加しました。 

 

 

(12)  実費徴収に伴う補足給付事業（新規：説明書き追加） 
 

生活保護世帯などの低所得で生計が困難である者の子どもが特定教育・保

育等の提供を受けた場合、当該支給認定保護者が特定教育・保育施設に支払

う日用品、文房具等の購入に要する費用、行事への参加に要する費用等の一

部を助成する事業です。 

今後は、国の動向や保護者・園児の状況をふまえながら検討していきます。 
 
 
 
 

(13)  多様な主体の参入促進・能力活用事業（新規：説明書き追加） 
 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究そ 

の他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営 

を促進するための事業です。 

今後は、事業者からの申請状況等を勘案しながら必要に応じて対応してい

きます。 
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５ 教育・保育の一体的提供の推進  

 

(1) 認定こども園の普及に係る基本的考え方 

認定こども園は、幼稚園と保育所（園）の機能を併せ持ち、保護

者の就労状況やその変化によらず柔軟に子どもを受け入れること

ができる施設として設けられ、特に幼保連携型認定こども園につい

ては、新たな制度で学校及び児童福祉施設として 1つの認可の仕組

みとされました。 

しかし、私立幼稚園においては、運営者の事業に対する考え方（建

学の精神）や教育・保育に対する方針などがあり、利用者もその考

え方への共感が利用につながっていることを考慮すると、認定こど

も園への移行を一律に促進することは適当でないと考えられます。 

私立幼稚園２園のうち１園は平成 27 年度に移行しましたが、１

園は幼稚園のままで平成 30 年度に新制度での幼稚園に移行となり

ます。幼稚園から認定こども園への移行については、施設並びに運

営事業者の意向を尊重することとします。 
 
 

(2)  教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の役割、提供

の必要性等に係る基本的考え方及びその推進方策（より良い

事業の提供に係る基本的考え方と推進方策） 

特定教育・保育施設（幼稚園、保育所（園）、認定こども園）に

より、質の高い教育・保育サービスを提供します。 

また、特定地域型保育事業所（家庭的保育事業、小規模保育事業

等）は、特定教育・保育施設を補完し、就労状況などにより、特定

教育・保育施設におけるサービスを受けることが難しい家庭を支援

することとします。 

地域子ども・子育て支援事業は、妊娠期を含むすべての子育て家

庭をバックアップする役割を担います。 
 
 

(3)  幼稚園及び保育所（園）と小学校等との連携 

町内の幼稚園、保育所（園）、小学校、関係団体などとの連携を

一層強化し、子どもの成長に切れ目のない支援と環境づくりを進め

ます。 
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(4)  障がい児支援に係る施策との連携 

子ども・子育て支援の体制整備に当たっては、児童福祉法等に基

づく障がい児支援施策との緊密な連携を図ります。また、

＝障がい児の 早期の支援を進めるために、母子保健施策との緊

密な連携を図るとともに、障がい児支援担当部局との連携体制を確

保するように努めます。 

 

(5)  教育・保育施設の今後の方向性 

町内の教育・保育施設等の方向性については、今後の児童数の推

移が減尐傾向にあることから、町内にある幼稚園２園の存続を前提

として美幌・東陽保育園の統合、へき地保育所の老朽化及び児童数

減尐に伴う再編、閉所などを検討する必要があると考えられます。 

     

 

各施設の定員数  

 

 

  

 

※平成 31 年度から藤幼稚園の 2 号・3 号定員が 30 人増の予定。 

中央保育所（季節保育所）は平成 28 年度で閉所。 

 

 

 

 

 

 

 

 大 谷 幼
稚園 

藤 幼 稚
園 

美 幌 保
育園 

東 陽 保
育園 

季 節 保
育所 

へ き 地
保育所 

ひまわり
保育園 

計 

現状 180 140 60 60 100 150 60 750 

 大 谷 幼
稚園 

藤 幼 稚
園 

美 幌 保
育園 

東 陽 保
育園 

季節保育
所 

へ き 地
保育所 

ひまわり
保育園 

計 

将来像 180 
140 

120 
 

90 60 
590 

170 620 


